
  

この旅行は株式会社徳バス観光サービス（以下「当社」といいます）が企画・実施するもので、

この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「契約」といいます）を締結す

ることになります。旅行契約の内容・条件は、各コースごとに記載されている条件のほか、下記

条件、出発前にお渡しする確定書面（最終日程表）及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部

によります。 

① 旅行のお申し込み方法及び契約の成立／（１）所定の旅行申込書（以下「申込書」といいます）

に所定事項を記入のうえ次に定める申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は、旅行代

金又は取消料若しくは違約料のそれぞれの一部として取扱います。 

（２）当社は、電話・郵便・ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約を受け付けま

す。この場合、予約の時点では契約は成立していません。お客様は、当社が予約の承諾旨を通知

した日の翌日から起算して３日以内に、申込書と申込金を提出していただきます。尚、お客様か

ら当該期間内に申込金の提出がなされなときは、当社は予約がなかったものとして取扱います。 

（３）お客様との旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金受理した時に成立するものと

します。 

 

 

 

② 旅行代金のお支払／旅行代金（申込金を差し引いた残金）は、旅行開始日の前日から起算して

さかのぼって１４日前にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期

日までにお支払いいただきます。 

 

③ 旅行代金の適用／ご参加されるお客様のうち特に注釈のない場合、満１２歳以上の方はおとな

旅行代金、満３歳以上１２歳未満の方はこども料金代金となります。 

④ 旅行代金に含まれるもの／旅行日程に明示した運送機関の運賃（包括旅行割引運賃適用）、宿泊

代、食事代、消費税等の諸税及び特に明示したその他の費用。尚、これらの諸費用はお客様の都 

合により一部利用されなくても払い戻しはいたしません。 

⑤旅行代金に含まれないもの／旅行日程に含まれない交通費、宿泊費等の諸費用及び追加飲食等

の個人的性質の諸費用。 

⑥取消料等／お申し込み後、お客様のご都合により取り消しになる場合、又は旅行代金が所定の

期日までにお支払いがなく当社が旅行契約をお断りした場合、旅行代金に対しておひとりにつき

下記の料率で取消料又は取消料に相当する額の違約料をいただきます。 

 

 

 

 

 

 

⑦個人情報の取り扱いについて／当社は、旅行申し込みの際に提出された申込書等に記載された

個人情報について、お客様との間の連絡の為に利用させていただくほか、お客様がお申し込みい

ただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領

のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。 

 

    申込金            3,000 円            5,000 円  

旅行代金（お一人様）       10,000 円未満         30,000 円未満 
 

  取消日 

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 

21 日目に 
あたる日 

以前の解除 

20 日目に 
あたる日 

以降 

7 日目に 
あたる日 

以降 

取消料 無 料 旅行代金の 20% 旅行代金の 30% 

旅行開始日 
の 

前日 

旅行開始日 
の 

解除 

旅行開始後の 
解除又は無連絡 

不参加 

旅行代金の 40% 旅行代金の 50% 旅行代金の 100% 

 


